




市有林の木材を活用し、親しみと温もりのある庁舎をつくります。

エントランス（玄関付近）イメージ図 議場 イメージ図

豊富な日射量、風、地下水、森林資源など、出水市の豊かな自然を最大限生かした環境負荷の少ない庁舎と
します。そのために、太陽光発電、自然採光及び自然換気、地下水の空調や雑用水への利用、木材の活用など
により、人と地球にやさしい計画とします。

４つの基本方針に基づいた特徴的な計画を紹介します

非常時の安全性を保ちながら機能の早期回復が可能な庁舎とし、電気、ガス、上下水道などのインフラが途絶
した際に、災害拠点機能を長期間継続できるような計画とします。

日向灘南海トラフや、本敷地近傍の断層（出水断層系：君名川断層・栗毛野断層・内木場断層）による地
震の備えとして、免震構造を採用し、主要機能の維持や室内の安全性を高めます。

◇ 親しみのある環境に優しい庁舎

◇ 安全・安心で経済的な庁舎
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（ ）内の数値は、給与改定・臨時特例法による
 国家公務員の給与減額措置がないとした場合の値です。

(５) 一般行政職の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況（2014年４月１日現在）

(８) 特殊勤務手当の状況（2014年４月１日現在）

(７) 扶養手当・住居手当・通勤手当等の状況（2014年４月１日現在）

経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年 備 考

大 学 卒 268,656円 330,513円 355,478円

高 校 卒 該当なし 278,306円 332,958円

技能労務職 高 校 卒 該当なし 該当なし 297,264円

一般行政職
※ 経験10年、15年、20年に該
当する職員数が少ない場合
は、それぞれおおむね該当す
る範囲の経験年数での平均を
記載してあります。

区 分

配偶者
配偶者以外の扶養親族

１人目
 配偶者がいる場合（扶養の有無を問わず） 6,500円
 配偶者がいない場合

２人目以降

特定期間（16歳～22歳まで）の子の加算 １人につき 5,000円

借 家

※購入等から５年以内の持家

交通用具使用者：通勤距離に応じて2,000円～24,500円

一般の宿日直
特別の宿日直（常直）

内容及び支給単価
国の制度
との異同

手 当 名

単身赴任手当 23,000円＋距離区分による加算額 同じ

同じ
11,000円
6,500円

※以外は同じ

同じ

同じ

同じ

（勤務１時間当たりの給与額×135/100）

正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務した全時間に対して支
給

（勤務１時間当たりの給与額×25/100）

祝日法による休日及び年末年始の休日において正規の勤務時間中に勤務した全時間に対
して支給

4,200円／回

（勤務１時間当たりの給与額×125/100から175/100）

宿日直手当
21,000円／月

扶養手当

※他の地方公共団体等に派遣され、かつ、居住地が市外の場合 55,000円以内

交通機関利用者：運賃相当（最高55,000円）

13,000円

同じ通勤手当

住居手当

家賃12,000円以上、手当額の上限 最高27,000円

2,500円

夜間勤務手当

休日勤務手当

時間外勤務手当 同じ
正規の時間を超えて勤務した全時間に対して支給

管理職員特別勤務手当 支給額が異なる

管理職員（医師を含む。）に対して支給（職務に応じて 27,000円～134,000円） 支給額が異なる管理職手当

管理職員が臨時又は緊急の必要により週休日等に勤務した場合に支給
（１回につき10,000円を超えない範囲）

(６) ラスパイレス指数の状況（2013年４月１日現在）

区分 出水市 一般市平均 全国市平均

2013年 104.7（96.7） 106.0（97.9） 106.6（98.5）

（備考）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

２ 一般市とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

(備考) 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難であるなど特殊な勤務に従事する職員に支給される手当です。

２H未満

２H以上４H未満

４H以上

医師

その他の職員

２H以上

２H未満
夜間特殊業務手当

深夜の有線電気通信設備、無線通信設備の
運用又は保守業務に従事した消防職員

一部が深夜において行われる業
務

300円

200円

潜水業務手当 潜水業務に従事した消防職員 潜水業務 １回 300円

救急業務手当 救急業務に従事した消防職員 救急業務 １回 150円

はしご業務手当
はしご付消防自動車の運転及び作業に従事
した消防職員

はしご付消防自動車の運転及び
作業

１勤務日 200円

待機手当
病院の医師及び臨床検査科、臨床工学科の
職員又は手術に従事した看護科職員

業務のため待機を命ぜられ待機
をしたとき

１回 3,000円

夜間看護手当
深夜の看護業務に従事した助産師・看護師
又は准看護師

一部又は全部が深夜において行
われる看護等の業務

2,000円

１回 1,750円

当直医手当 当直勤務に従事する医師

医師手当
医療又は医療に関する研究に従事する
医師

防疫手当 防疫作業に従事した職員

へき地診療手当 へき地の巡回診療に従事した医師

業務手当 病院及び診療所に勤務する医師

１回19,000円

行旅死亡人の収容業務 １体2,000円

医療又は医療に関する研究
給料月額に5/100を乗じて得た
額に月額40万円以内の額を加算
した額

当直業務

へき地の巡回診療業務 １回5,500円

病院及び診療所の業務 給料月額の10/100

左記職員に対する支給単価

2,900円

3,300円

主な支給対象業務

行旅死亡人取扱手当

感染症の患者等の救護作業又は
感染症の病原体の付着した物件
等の処理業務

行旅死亡人の収容業務に従事した職員

手当の名称 主な支給対象職員

日額290円
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